
会員募集！!会員募集！!
…60歳以上で働く意欲の
　　　  ある方を募集しています…

〒038-3133 つがる市木造末広42番
公益社団法人つがる市シルバー人材センター

入会、仕事の依頼等に関するお問い合わせ

TEL 0173-42-1200　FAX 0173-42-1204

　市内で生産された農産物や農産物加工品について、市が独自の基準により「つがるブランド」産品として認
定を行っています。認定された産品は、つがるブランド推進会議が消費者にＰＲし、信用・信頼されるブラン
ドに育てていきますので、皆さまの積極的な申請をお待ちしています。
対　　象　①つがる市農産物　②つがる市農産物使用加工品
申請資格　市内に居住している個人および法人、またはそれらの方で構成されたグループおよび団体
募集期間　①農産物：6月９日（金）まで　　②加工食品：随時
申請方法　認定申請書に関係書類を添えて、農業協同組合の組合員の方は各農協へ、組合員以外の方や加工品

を申請する方は市役所地域ブランド対策室へ郵送または持参してください。
　　　　　※認定の基準や申請書の書き方などの詳細については、下記へお問い合わせください。

【提出・問い合わせ先】　つがるブランド推進会議（地域ブランド対策室内）
　　　　　　　　　　〒038-3192　つがる市木造若緑61-1　電話42-2111（内線418・419）

　果樹経営支援対策事業および果樹未収益期間支援事業等に係る申込みの受け付けをします。
申込資格　（①～③いずれかに該当する方）

①認定農業者　　②果樹経営面積が90a以上ある方　　③新規就農者
果樹経営支援対策事業（実施面積2ａ以上）

改植（わい化）………………33万円／10ａ　　改植（普通樹）……17万円／10ａ　　
新植（わい化・普通樹）……事業費の50％

果樹未収益期間対策事業（実施面積 2ａ以上）
改植（わい化・普通樹）22万円／10ａ

事業の申込受け付け
受 付 日 時　　6月21日（水）～6月23日（金） 9時～16時
受 付 場 所　　市役所2階相談室
持参する物　　事業実施する園地地番の分かる物・通帳・通帳印・認印

【問い合わせ先】つがる市農林水産課　電話42-2111（内線411）　JAつがるにしきた森田支店　電話49-7789

　松くい虫被害は、マツノマダラカミキリという昆虫が運ぶマツノザイセンチュウという小さい線虫によって
松が枯れる伝染病です。また、ナラ枯れ被害は、カシノナガキクイムシという昆虫が運ぶナラ菌により、ミズ
ナラやカシワなどのナラ類が枯れる伝染病です。
　これらが拡大すると、本県の自然景観や観光資源、森林資源に大きな影響を与えます。このため次のことに
ついて市民の皆さまのご協力をお願いします。

・マツノマダラカミキリとカシノナガキクイムシは、伐採したとき発生する臭いに集まる習性があるため、
これらの昆虫の活動期（6月～9月）には、マツとナラ類の伐採を控えてください。

・被害の拡大を防ぐには、葉が黄色に変色したり枯れたマツやナラ類を、早い段階で取り除いてください。
また、自宅の庭木や街路樹、山林などで枯れたマツやナラ類を見つけたら、下記までお知らせください。

【問い合わせ先】つがる市農林水産課　電話42-2111（内線414） 西北地域県民局林業振興課　電話0173-72-6613

「つがるブランド」農産物・加工品を募集

りんご生産者の皆さんへ　果樹経営支援対策事業等のお知らせ

松くい虫被害・ナラ枯れ被害の防止にご協力ください
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